
長久手市選挙管理委員会会議録

日 時 令和５年９月１日（金）

午前１０時から午前１０時５０分まで

場 所 長久手市役所本庁舎３階 第４会議室

出席者 選挙管理委員会委員

委員長 伊藤一正 職務代理者 浅井晴夫

委 員 今川稚佳子 委 員 寺島勝彦

事 務 局

書記長 若杉雅弥 書記長補佐 水草 純

書 記 佐藤雄亮 書 記 飯田純子

次 第

１ あいさつ

２ 会議録について

３ 議題

⑴ ９月定時登録について

⑵ 在外選挙人名簿の登録及び抹消について

⑶ 裁判員候補者予定者及び検察審査会候補者予定者の選定について

⑷ 長久手市長選挙について（報告）

議事概要は以下のとおり

名前 内容

書記長

委員長

書記長

委員長

委 員

ただいまから、長久手市選挙管理委員会を開催します。

委員長よりあいさつをお願いします。

（あいさつ）

進行は委員長にお願いいたします。

それでは、会議録について確認します。令和５年８月２０日開催の委員

会会議録を机上に配布していますが、訂正等はありますか。

＜異議なし＞



委員長

書 記

委員長

委員長

書 記

委員長

書 記

委員長

書 記

それでは、会議録を原案どおり承認し、会議終了後に署名したいと思い

ます。

それでは、議題⑴「９月定時登録について」、事務局から説明をお願いし

ます。

９月定時登録について、資料１により説明

令和５年９月１日時点の選挙人名簿登録者数

男２３，３２８人、女２４，２０９人、合計４７，５３７人

御質問、御異議はありませんか。

＜異議なし＞

それでは、議題⑵「在外選挙人名簿の登録及び抹消について」、事務局か

ら説明をお願いします。

在外選挙人名簿の登録及び抹消について、資料２により説明

令和５年９月定時登録 登録２人

令和５年９月１日時点の在外選挙人名簿登録者数

男１４人、女２４人、合計３８人

それでは、議題⑶「裁判員候補者予定者及び検察審査会候補者予定者の

選定について」、事務局から説明をお願いします。

裁判員候補者予定者及び検察審査会候補者予定者の選定について、資料

３により説明

裁判員候補者の割当員数８０人、名古屋第一検察審査会及び第二検察審

査会の割当員数各７人について、委員長にシステムのくじ実行ボタンを押

下してもらい、抽出した候補者名簿を委員に確認してもらった。

それでは、議題⑷「長久手市長選挙について（報告）」、事務局から説明

をお願いします。

長久手市長選挙について、資料４により報告



委員長

委員長

委 員

事務局

委員長

事務局

委 員

事務局

委 員

事務局

御質問はありませんか。

＜質問なし＞

その他、御質問はありませんか。

期日前投票所の投票管理者について、現在、選挙管理委員が１日従事し

ているが、半日交替にすることはできないか。

投票管理者を半日交替とすることは可能である。今後の運用をどうする

かは、検討していきたい。

投票管理者について、選挙管理委員だけでなく、明るい選挙推進協議会

の委員や市職員が従事することはできないか。

選挙管理委員が投票管理者に従事しなければならない規定があるのか。

規定はない。現在、明るい選挙推進協議会の委員は、平日の期日前投票

所の投票立会人に従事しており、市職員は、平日以外の期日前投票所の投

票管理者及び投票立会人に従事している。

投票管理者も投票立会人も、投票事務の執行が公平に行われるよう監視

することが主な職務内容となるが、投票管理者は、投票所において投票に

関する最終的な決定権を持つ者であるため、ある程度責任のある立場の方

を選任したいとは考えている。

明るい選挙推進協議会の委員には、報酬を支払っているのか。

会議への出席や選挙啓発活動に参加した場合に、報償金を支払っている。

また、投票立会人に従事した場合は、条例（長久手市特別職の職員で非常

勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例）の規定に基づき、報酬を支払

っている。

投票管理者の半日交替や、選挙管理委員以外が投票管理者となることに

ついて、早急に対応してほしいわけではないが、検討してほしい。

いただいた意見については、事務局内で整理しておく。



委員長 その他御質問等ないようでしたら、本日の議題は全て終了しました。

事務局から何か報告はありますか。

確認事項

・ 選挙出前トーク

令和５年９月１３日（水）長久手小学校

令和５年９月２９日（金）南小学校

報告事項

・ 次回の委員会（明るい選挙推進協議会との合同会議）

令和５年９月１９日（火）午後２時から

それでは、これで選挙管理委員会を終了いたします。

以上


